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自家用車活用事業における運行管理について 

 

 

「法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・一般ドライバーを活用

した有償運送の許可に関する取扱い（令和６年３月２９日、国自安第１８１号、国自旅第４３１号、国

自整第２８２号）」３．（３）で定める運行管理に関する取扱いは、旅客自動車運送事業運輸規則（以

下、「運輸規則」という。）第４７条の８を踏まえ、以下の通り定める。 

 

１． 異常気象時の措置 

運輸規則第２０条に準じて実施すること。 

 

２． 過労防止等 

運輸規則第２１条に準じて実施すること。 

 

３． 点呼等 

運輸規則第２４条に準じて実施すること。また、遠隔点呼や自動点呼を実施する場合は、その実施に

あたり、「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について（平成１４年１月３０日、国自総第

４４６号、国自旅第１６１号、国自安第１４９号）」に規定する届出が必要となるとともに、「対面に

よる点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示（令和５年国土

交通省告示第 266 号。以下「点呼告示」という。）」が定めるところにより実施すること。 

 

４． 業務記録 

運輸規則第２５条第３項及び第４項に準じて実施すること。 

 

５． 運行記録計による記録 

運輸規則第２６条第２項に準じて実施すること。ただし、運行記録計による記録が困難な場合は、

GPS を搭載したスマートフォン等※による距離と時間の記録をもって代えることができる。 

   ※「GPS を搭載したスマートフォン等」とは、みちびき（準天頂衛星）に対応したスマートフォン

及びドライブレコーダーをいう。 

 

 



 

６． 事故の報告及び記録 

事故が発生した場合、自動車事故報告規則（昭和２６年運輸省令第１０４号）に準じてその旨を国

土交通大臣（運輸支局等）に届け出るとともに、運輸規則第２６条の２に準じて記録及び保存する

こと。なお、国土交通大臣（運輸支局等）への届出は、自動車事故報告書の別記様式によるものと

し、以下の点に留意すること。 

・「自動車の使用者の氏名又は名称」には法人タクシー事業者名を記載 

・「当該自動車の使用の本拠の名称及び位置」に自家用自動車活用事業である旨を併記 

・「当該自動車の概要」は「自家用 ２．有償旅客運送」を選択 

 

７． 乗務員台帳 

運輸規則第３７条第１項に準じて乗務員台帳の作成及び備え付けを実施すること。 

 

８． 自家用車ドライバーに対する指導監督 

新たに自家用車ドライバーとして選任する者に対しては、国土交通大臣が告示で定める適性診断を

受けさせるとともに、運輸規則第３８条第２項に準じて行う指導監督を行うこと。また、自家用車ド

ライバーとして選任した者に対しては、旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行

う指導及び監督の指針（平成１３年１２月３日 国土交通省告示第１６７６号、以下「指導監督指針」

という。）第１章に定める項目を以下の頻度で教育すること。 

 第一種運転免許を保有する自家用車ドライバー・・・四半期毎 

 第二種運転免許を保有する自家用車ドライバー・・・毎年 

上記の他、自家用車ドライバーに対する指導監督やその記録の保存等は、運輸規則第３８条、第３９

条及び第４０条（指導監督指針を含む。）に準じて実施すること。 

 

９． 応急用器具等の備え付け 

運輸規則第４３条第２項に準じて自家用自動車に非常用信号用具を備えること。 

 

１０．運行管理者の業務 

選任された運行管理者は運輸規則第４８条に準じて自家用車活用事業に係る運行管理を実施するも

のとする。なお、運行管理者の選任数は、事業用自動車及び稼働させることが可能な自家用自動車

の合計を４０で除して１を加えた数以上とする（１未満の端数は切り捨て）。 

 


